
　働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生に基づき、「健康
情報管理指針」（労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する
指針）が 2019年４日１日から適用されています。
　この「健康情報管理指針」に定められている実施事項として、（１）取扱規程の策定、（２）健康情報管理
の体制整備、（３）取扱規程に関する関係者への教育が定められています。（１）の規程に含める事項として、
健康情報を取扱う①目的及び取扱方法、②取扱者と権限、範囲③目的等の通知方法と本人同意の取得方法、④
適正な管理方法、⑤本人からの開示・訂正・使用停止等の方法、⑥第三者への提供方法、⑦苦情処理方法、等
があります。
　健康情報の取扱いは特に慎重でなければならず、また、個人情報の保護に関する法律との兼ね合いもあり
解釈が難しい点もあります。健康情報について事業者等が医療機関等に直接問い合わせる場合には、別途、
労働者本人の同意を得る必要があります。
　メンタル不調による休職者などが増えている現在、職場復帰やその後の治療と仕事の両立支援を求められ
ており、事業者は特に「健康情報管理」が今後ますます重要になってくるものと思われます。そのためにも、「健
康情報管理指針」で求められる実施事項を把握し適正に運用していく必要があります。厚生労働省から取扱
規程を策定するための手引きやモデル規程もでておりますので、参考にして健康情報管理の適正な運営を
行っていただければと思います。

Ａ．法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇を取得した日数分については、年次有給休暇から控除
することはできません。この特別休暇を、今回の改正を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは、
法改正の趣旨（注）に添わないものであるとともに、労働者と合意することなく就業規則を変更するこ
とにより特別休暇を年次有給休暇に振り替えた後の要件・効果が労働者に不利益と認められる場合には、
就業規則の不利益変更法理に照らして合理的なものである必要があります。

　　（注）改正の趣旨：年次有給休暇の取得率が依然として 5 割に満たず、年次有給休暇をほとんど取得し
ていない労働者に長時間労働の傾向がみられることから、年次有給休暇が確実に取得できる仕組みとして、
付与日数が 10日以上の労働者を対象に、年 5日については、時季を指定して年次有給休暇を与えること
を使用者に義務付けることとされました。

Ｑ．会社独自の有給の特別休暇（結婚や忌引等）を設けていますが、その取得日数は 4 月から始まっ
た働き方改革の 5 日間の年次有給休暇から控除することはできるのでしょうか？ 
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ご不明な点がございましたら、医療勤務環境改善支援センターまでお問い合わせ下さい。



領域 分野 No 分類

1 労務管理 成果 時間外労働時間数が減っている

2 労務管理 成果 年次有給休暇の取得率が上がっている

3 労務管理 取組 時間外労働時間の削減に取り組んでいる

4 労務管理 取組 １回当たりの最長勤務時間を削減している

5 労務管理 取組 年次有給休暇をはじめとする休暇の取得を促進している

6 労務管理 取組
夜勤負担の軽減（夜勤明けの早帰りの推進、夜勤者の配置人数の見直
し、夜勤回数の制限、仮眠時間の確保等）を行っている

7 労務管理 取組 夜勤専従者への配慮（夜勤の時間・回数の制限等）を行っている

8 労務管理 取組 夜勤・交代制勤務の勤務間隔を適切に管理している

9 労務管理 取組 労働時間設定改善に関する労使間の話し合いの機会を設けている

10 労務管理 成果 補助職（医師事務作業補助者等）の配置数が増えている

11 労務管理 取組
正職員について多様な勤務形態（短時間勤務、短日勤務、交代制勤務、フ
レックスタイム制など）を活用している

12 労務管理 取組
当直（宿直・日直）明けの勤務者に対する配慮を行っている（連続当直を行
わない、当直明けに日勤を入れない等）

13 労務管理 取組
夜勤、緊急時対応、オンコール対応等に対する給与・手当等の処遇を充
実・改善している

14 組織マネ
ジメント

取組
チーム医療や多職種連携（業務分担・連携の強化、補助職の活用等）によ
り負担軽減を図っている

15 組織マネ
ジメント

取組 情報通信機器を活用した業務効率化・省力化を推進している

16 組織マネ
ジメント

取組 募集・採用を強化するための取組を実施している

2)勤務
負担軽
減

現状分析シート

職場におけるあなたの実感を回答してください。
※「成果」については前年との比較

Ⅰ
．
働
き
方
・
休
み
方
改
善

1)労働
時間管
理

※現状把握・課題抽出のための視点に関する自施設の状況について、
   「１．十分に当てはまる」「２．当てはまるが改善余地あり」「３．全く当てはまらない」
   「４．把握していない」のいずれかを選択してください。

詳しくは、茨城県医療勤務環境改善支援センターにお問い合わせください。

　医療勤務環境改善マネジメントシステム導入のモデル医療機関の募集については、既にご案内している
ところですが、スタッフの意識や実態の現状把握にわずらわしさを感じている医療機関も多いことと思います。
　本支援センターでは、68 項目からなる現状分析シートの集計業務をお手伝いいたします。

　医療勤務環境改善マネジメントシステム導入のモデル医療機関の募集については、既にご案内している
ところですが、スタッフの意識や実態の現状把握にわずらわしさを感じている医療機関も多いことと思います。
　本支援センターでは、68 項目からなる現状分析シートの集計業務をお手伝いいたします。

集計の流れ
①　支援センターよりスタッフの人数分のマークシート用紙が送付されます。
②　自院スタッフにマークシート用紙を配布し、記入された用紙を回収します。
③　人数分を取りまとめ支援センターに送付します。
④　数日後、集計結果として返却いたします。

勤務環境マネジメントシステム
「現状分析」の集計をお手伝いします


